
ハローワーク滝川・砂川・深川

求職者マイページを開設するには

前提としてハローワークへの「お仕事探しの登録（求職登録）」が必要で、
これが済んでいるか否かで開設（＆求職登録）方法も異なります。

１．すでに求職登録している方の開設方法

※求職登録済にも関らず下記２の手順で進めると、本来登録希望のメールアドレスを一定期間登録

できなくなったり、同一人の求職情報が二つできてしまうなどのトラブル事例があります。

・ハローワークに来所し

・窓口でメールアドレスを登録する

・その後、開設のためのスマホ操作

ハローワーク滝川のホームページでは、イベント情報などのおしらせに加えて、

（検索の詳細度は少し大まかですが検索範囲を管内に絞るなど操作の簡単さを追求したもの）もご活用できます。

もちろん、面接トレーニングや応募書類作成アドバイスなど窓口の支援サービスもさらに強化中！

ご就職に向けたお仕事探しに関することは、オンラインも窓口もぜひハローワークをご活用ください！

２．求職登録がお済みでない方の開設方法

（１）オンラインで求職登録＆マイページ開設をイッキに

（２）オンラインが苦手な方はハローワークに来所して登録＆開設

ハローワーク滝川

ホームページQR

※アカウント（メールアドレス＆パスワード）登録から14日以内に求職情報入力を完了する必要があります。

※入力項目がかなり多く、相応のお時間がかかるかと思います。求職情報入力の途中で一度操作を中断し後日再開したい場合などは
入力画面右上の「一時保存」ボタンを適宜ご使用ください。

※この方法で求職登録＆マイページ開設をした場合はマイページ（オンライン）のご利用に限定されますが、一度ハローワークへ

来所すると窓口ならではのサービスを利用できるほか「マイページでできること」も増えます。

ハローワーク滝川のホームページから（右のQRから）

求職申込書はハローワーク滝川のホームページから（右上のQRから）

※求職申込書はハローワーク滝川・砂川・深川にもあります。

・求職申込書ダウンロード＆印刷

・えんぴつで記入
・ハローワークへ来所し提出

・その後は上記１と同じ流れ

（開設まで窓口でフォロー）

※このため、登録するメールアドレスは「スマホでメールを

確認できるもの」にすることをお勧めしております。

ハローワーク滝川・砂川・深川に
お越しいただければ、開設までの
スマホ操作も窓口でフォローします！

あんしん

注：ハローワーク公式の「アプリ」はありません


